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2023 年 4 月 25 日 
  

株式交換に係る事前開示事項 

  
東京都荒川区東尾久七丁目２番３５号 
株式会社ＡＤＥＫＡ 
代表取締役 城詰 秀尊 

 
 株式会社ＡＤＥＫＡ（以下、「甲」といいます。）は、2023 年 4 月 20 日付で株式会社

ヨンゴー（以下、「乙」といいます。）との間で締結した株式交換契約に基づき、2023 年

5 月 31 日を効力発生日として、甲を株式交換完全親会社、乙を株式交換完全子会社と

する株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）を行うことといたしました。 
 本株式交換に関する会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 193 条に定める甲

の事前開示事項は下記のとおりです。 
 

記 
 
1.株式交換契約の内容 
 別紙 1 のとおりです。 
 
2.会社法第 768 条第 1 項第 2 号及び第 3 号に掲げる事項についての定めの相当性に関

する事項（会社法施行規則第 193 条第 1 号） 
 別紙 2 のとおりです。 
 
3.会社法第 768 条第 1 項第 4 号及び第 5 号に掲げる事項についての定めの相当性に関

する事項（会社法施行規則第 193 条第 2 号） 
 該当事項はありません。  
 
4.株式交換完全子会社についての次に掲げる事項  
(1)最終事業年度に係る計算書類等の内容（会社法施行規則第 193 条第 3 号イ） 
 別紙 3 のとおりです。  
 
(2)最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容（会社法施行

規則第 193 条第 3 号ロ） 
 該当事項はありません。  



 
(3)最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社

財産に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第 193 条第 3 号ハ） 
 該当事項はありません。 
 
5.株式交換完全親会社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大

な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規

則第 193 条第 4 号イ） 
 該当事項はありません。 
 
6.株式交換が効力を生じる日以降における株式交換完全親会社の債務の履行の見込み

に関する事項（会社法施行規則第 193 条第 5 号） 
 該当事項はありません。 
 

以上  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

別紙１ 
 

株式交換契約の内容 
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株式会社ＡＤＥＫＡ （以下 「甲」 という。） と株式会社ヨンゴー （以下 「乙」

という。） は、 次のとおり株式交換契約 （以下 「本契約」 という。） を締結する。

第１条 （株式交換の方法）

　　

甲及び乙は、 本契約に定めるところに従い、 甲を株式交換完全親会社、 乙を

　

株式交換完全子会社とする株式交換 （以下 「本株式交換」 という。） を行い、

　

甲は、 乙の発行済株式 （ただし、 甲が所有する乙の株式を除く。 以下同

じ。） の全部を取得する。

第２条（株式交換完全親会社及び株式交換完全子会社の商号及び本店所在地）

　

甲及び乙の商号及び本店所在地は、 以下の各号のとおりである。

　　

（１） 甲 （株式交換完全親会社）

　　　　

商号：株式会社ＡＤＥＫＡ

　　　　

本店所在地：東京都荒川区東尾久七丁目２番３５号

　　

（２） 乙 （株式交換完全子会社）

　　　

商号：株式会社ヨンゴー

　　　　

本店所在地：名古屋市中村区名駅南一丁目２０番１２号

第３条 （効力発生日）

　

本株式交換がその効力を生ずる日 （以下 「効力発生日」 という。） は令和５

　

年５月 ３１日とする。 ただし、 本株式交換の手続の進行上の必要性やその他

　

の事由により必要があるときは、 甲乙協議し合意の上、 これを変更すること

ができる。

第４条 （本株式交換に際して交付する株式及び割当て）

１， 甲は、 本株式交換に際して、 本株式交換により甲が効力発生日の前日の最終



　

の乙の株主名簿に記載又は記録された株主 （ただし、 甲を除く。 以下 「本割

　

当対象株主」 という。） に対し、 その保有する乙の普通株式に代わり、 次項

　

に定める割合の甲の普通株式を甲が有する自己株式から交付する。

２． 甲は、 本株式交換に際して、 本割当対象株主に対し、 その保有する乙の普通

　

株式１株につき、 甲の普通株式０． ５株の割合をもって割り当てる。

第５条 （甲の資本金及び準備金の額）

　

本株式交換で増加する甲の資本金及び準備金の額は次のとおりとする。

　　

（１） 資本金の額

　　　　　

０円

　　

（２） 資本準備金の額

　　

会社計算規則第３９条に従い、 甲が別途定める額

　　

（３） 利益準備金の額

　　　

０円

第６条（株式交換承認手続）

１． 甲は、 会社法第７９６条第２項本文の規定に基づき、 本契約について会社法

　

第７９５条第１項に定める株主総会の承認を受けることなく本株式交換を行

　　

う。 ただし、 会社法第７９６条第３項の規定に基づき甲の株主総会の決議に

　　

よる本契約の承認が必要となった場合には、 甲は、 効力発生日の前日までに

　

株主総会を開催し、 本契約の承認及び本株式交換に必要なその他の事項に関

　

する決議を求めるものとする。

２． 乙は、 会社法第７８４条第１項本文の規定に基づき、 本契約について会社

　

法第７８３条第１項に定める株主総会の承認を受けることなく本株式交換

　　

を行 う。

第７条 （会社財産の管理等）

　　

甲及び乙は、 本契約の締結後効力発生日に至るまでの間、 善良なる管理者の

　

注意をもって業務の執行及び財産の管理を行い、 その財産又は権利義務に重

　

大な影響を及ぼすおそれのある行為を行おうとする場合には、 事前に相手方

　　

と協議し合意の上、 これを行うものとする。

第８条 （本株式交換の条件の変更及び本契約の解除）

１． 甲及び乙は、 本契約締結の日から効力発生日に至るまでの間において、 天変



　

地異その他の事由により、 甲又は乙の財産又は経営状態に重要な変動を生じ

　

た場合、 本株式交換の実行に重大な支障となる事態が発生した場合または本

　

契約の目的の達成が困難となった場合には、 甲乙協議し合意の上、 本株式交

　

換の条件その他本契約の内容を変更し、 又は本契約を解除することができる。

２． 甲及び乙は、 本契約締結の日から効力発生日までの間に、 相手方が本契約の

　

条項に違反した場合において、 相当の期間を定めて相手方に是正を催告した

　

にもかかわらず、 その期間内に違反の是正がないときは、 本契約を解除する

　

ことが できる。

第９条 （本契約の効力）

　

本契約は、 以下の各号のいずれかの場合には、 その効力を失う。

　　

（１） 第６条第１項ただし書の規定に基づき甲の株主総会の決議による承認

　　　　

が必要となった場合において、 効力発生日の前日までに、 甲の株主総

　　　　

会において本契約又は本株式交換に必要なその他の事項に関する承認

　　　　

が得 られなかっ たとき

　　

（２） 本株式交換について、 法令に基づき、 効力発生日までに必要な関係官

　　　　

庁等からの許可、 承認等の取得、 又は関係官庁等に対する届出手続が

　　　　

完了 しない場合

　　

（３） 前条各項に基づき本契約が解除された場合

第１０条 （準拠法）

　

本契約は日本国の法律に準拠し、 それに従い解釈される。

第１１条 （管轄裁判所）

　

本契約並びに本契約に基づき又はこれに関連して生じる甲及び乙の一切の権

　

利及び義務に関する訴訟は、 東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判

所とする。

第１２条 （協議事項）

　

本契約に定める事項のほか、 本株式交換に必要な事項は、 本契約の趣旨に則

　　

り、 甲乙誠実に協議し合意の上、 これを決定するものとする。



上記契約の成立を証するため、 本契約書２通を作成し、 甲乙記名押印の上、 各

１通を保有するものとする。

令和５年４月２０日

　　

東京都荒川区東尾久七丁目２番３５号

（甲） 株式会社ＡＤＥＫＡ

　　

代表取締役

　

城詰秀尊、

　　　

名古屋市中村区名駅南一丁目２０番１２号

（乙） 株式会社ヨンゴ一

代 締役 伊藤・繍総



 
 
 
 
 

別紙２ 
 

会社法第 768 条第 1 項第 2 号及び第 3 号に掲げる事項についての 
定めの相当性に関する事項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



当社は、以下の理由により、本株式交換に係る会社法第 768 条第 2 項及び第 3 項に

掲げる事項についての定めは相当であると判断いたしました。 
 
 
１．本株式交換に係る割当ての内容 

 当社 

（株式交換完全親会社） 

ヨンゴー 

（株式交換完全子会社） 

本株式交換に係る 

割当比率 
0.5 1 

本株式交換により交付する 

株式数 
当社普通株式：11,500株 

(注１) 株式交換比率 

当社は、ヨンゴーの普通株式１株に対して、当社の普通株式（以下「当社株式」）

0.5 株を割当交付いたします。本株式交換の効力発生日前において当社が保有

するヨンゴーの株式（337,000 株）については、本株式交換による株式の割当

ては行いません。なお、上記表に記載の本株式交換に係る株式交換比率（以下

「本株式交換比率」）は、本株式交換契約に従い、算定の基礎となる諸条件に重

大な変更が生じた場合には、両社間で協議し合意の上、変更されることがあり

ます。 

(注２) 本株式交換により交付する当社株式数 

当社は、本株式交換に際して、当社がヨンゴーの発行済株式の全部を取得する

時点の直前時におけるヨンゴーの株主（当社を除きます）に対して、その所有

するヨンゴー株式に代えて、本株式交換比率に基づいて算出した数の当社株式

を割当交付いたします。また、当社の交付する普通株式は、全てその保有する

自己株式にて対応する予定であり、本株式交換における割当てに際して当社が

新たに株式を発行する予定はありません。 

 
 
２．株式交換に係る割当ての内容の根拠等 

本株式交換比率について、上場会社である当社の株式価値については市場価格法により、

非上場会社であるヨンゴーの株式価値については純資産の状況や事業状況によりそれぞれ

算定し、その結果をもとに、両社間で慎重に協議の上、決定いたしました。 

なお、本株式交換比率は、算定の前提となる諸条件について重大な変更が生じた場合、

当社とヨンゴーとの間での協議し合意の上、変更されることがあります。 

 
 



３．交換対価として当社の普通株式を選択した理由 
当社株式は東京証券取引所において取引されており、本株式交換後において市場におけ

る取引機会が確保されていることから、本株式交換の対価として当社の普通株式を選択す

ることが適切であると判断いたしました。 

 

 

４．株式交換完全親会社の資本金及び準備金の額の相当性に関する事項 

本株式交換による当社の資本金及び準備金の額については、機動的な資本政策と株主資

本の内部留保の均衡を図る目的で、会社計算規則第 39条の規定に基づき、株式交換契約に

定めるとおりといたしました。 

 
 
 

以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別紙３

株式交換完全子会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容

※ なお、本別紙において、「当社」とは、株式交換完全子会社である株式会社ヨンゴーのことを指します



第１号議案

第８４期計算書類

　

承認の件

第８４期 計 算 書 類

目

　

２０２１年４月１日

至

　

２０２２年 ３月３１日

愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目２０番１２号

株式会社ヨンゴー

６
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目１金
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部 負

　　

債
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部

現

　　　　　

金 ６，７６２，０６ 買

　　　

掛

　　　

金 １，０９５，７０５，２２０
当

　

座

　

預
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払

　　　

金 ３１，３４７，７３９
預

　

金

　

計 ２５２，９２０，３２５ 預

　　　

り

　　　

金 １，８４２，３０２
現金預金合計 ２５９，６８２，３８８ 未払法人税等 ９，５８０，３００
受

　

取

　

手

　

形 １６，７１５，３４０ 未

　

払

　

消

　

費

　

税 １，７９２，２２９
売

　　

掛

　　

金 １，０９９，４５２，４８３ 前

　　　

受

　　　

金 ２，７３１，８２２
商

　　　　　　

品 １１９，４７０，７４１ 賞

　

与

　

引

　

当

　

金 １５，９００，０００
未

　

収

　

入

　

金 ２，２９７，５１３ 役員賞与引当金 ２，４００，０００
前

　

払

　

費

　

用 １，１０４，０００

貸

　

倒

　

引

　

当

　

金 ▲ ２，００６，６１９

流

　

動

　

資

　

産

　

計 １，４９６，７１５，８４６ 流

　

動

　

負

　

債

　

計 １，１６１，２９９，６１２
建

　　　　　　

物 １１７，４７４，５０４ 役員退職給付引当金 １４，５６２，５００
機

　

械

　

装

　

置 １，７９７，３４２ 従業員退職給付引当金 ２０，８２４，５８９
構

　　

築

　　

物 ５７，２１９ 保

　

証

　

預

　

り

　

金 １３，５９７，０７５
車

　

両

　

運

　

搬

　

具 ７，５４８，５６６ 修

　

繕

　

引

　

当

　

金 １３，８９９，８７９
器

　

具

　

備

　

品 １，８９０，３７１
土

　　　　　　　

地 ３８，７７７，３４７

有形固定資産合計 １６７，５４５，３４９ 固

　

定

　

負

　

債

　

計 ６２，８８４，０４３
商

　　

標

　　

権 Ｏ 負

　　

債

　　

合

　　

計 １，２２４，１８３，６５５
電

　

話

　

加

　

入

　

権 １，８４０，５５２ 純

　

資

　

産

　

の

　

部
ソ

　

フ ト ウ

　

ェ

　

ア ９，４６０，０００ 株

　　

主

　　

資

　　

本

無形固定資産合計 １１，３００，５５２ 資

　　　　

本

　　　　

金 １８，０００，０００
保

　

証

　

預

　

け

　

金 ５，３３９，３１２ 利

　

益

　

剰

　

余

　

金 ４４２，８００，７３７
そ の 他 の 投 資 ４，０８３，３３３ 利

　

益

　

準

　

備

　

金 ４，７１８，０００

別

　

途

　

積

　

立

　

金 １７１，５６０，０００

繰越利益剰余金 ２６６，５２２，７３７
投

　

資

　

等

　

合

　

計 ９，４２２，６４５ 株

　

主

　

資

　

本

　

合

　

計 ４６０，８００，７３７

固

　

定

　

資

　

産

　

計 １８８，２６８，５４６ 純

　

資

　

産

　

の

　

部

　

計 ４６０，８００，７３７

資

　　

産

　　

合

　　

計 １，６８４，９８４，３９２負 債・純 資 産

　

合 計 １，６８４，９８４，３９２

株式会社ヨンゴー

１，有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　

３１１，５３９，５０１円
２．１株当たりの当期利益

　　　　　　　　　　　　　　　　

５０円２６銭



損

　

益

　

計

　

算

　

書

（目２０２１年４月１日

　

至２０２２年３月３１日）

株式会社ヨンゴー

単位：円
売上高

食 品

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

５，７６６，３４８，３２８

不動産

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３０，２１６，９７４

売 上 高 合 計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

５，７９６，５６５，３０２

売上原価

　
期 首 商 品 棚 卸 高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１３，８１５，４２２

仕 入 高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

５，３６０，６７２，６２０

期 末 商 品 棚 卸 高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１９，４７０，７４１

売 上 原 価 合 計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

５，３５５，０１７，３０１

売 上 総 利 益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４４１，５４８，００１

販 売 費 及 び一 般 管 理 費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４１１，９６５，１７８

営 業 利 益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２９，５８２，８２３

営業外収益
受取利息 １９６
そ の 他 の 営 業 外 収 益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２，１４２，１８４

営 業 外 収 益 合 計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２，１４２，３８０

営業外費用
支 払 利 息

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｏ

その 他 営 業 外 費 用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２７７，７７８

営 業 外 費 用 合 計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２７７，７７８

経 常 利 益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３１，４４７，４２５

特 別 利 益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

８４７，０３８

特 別 損 失

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｏ

税 引 前 当 期 純 利 益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３２，２９４，４６３

法 人 税・住 民 税

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１４，２００，０００

当 期 純 利 益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１８，０９４，４６３

　　　　

８



株主資本等変動計算書
（目２０２１年４月１日

　

至２０２２年３月３１日）

株式会社ヨンゴー

（単位：円）

資本金
利益剰余金

自己株式 株主資本合計 純資産合計
利益準備金 別途積立金 繰越利益剰余金 剰余金合計

２０２１年３月３１日残高 １８，０００，０００ ４，７１８，０００ １７１，５６０，０００ ２５４，１８８，２７４ ４３０，４６６，２７４ Ｏ ４４８，４６６，２７４ ４４８，４６６，２７４

事業年度中の変動額

　　　　　　

配当（２０２１年６月）

　　　　　　　　

当期純利益

‘ ５，７６０，０００

１８，０９４，４６３

△５，７６０，０００

１８，０９４，４６３

△５，７６０，０００

１８，０９４，４６３

‘）５，７６ＯＰｏｏ

１８，０９４．４６３

事業年度中の変動額 合計 Ｏ Ｏ ０ １２，３３４，４６３ １２，３３４，４６３ Ｏ １２，３３４，４６３ １２，３３４．４６３

２０２２年３月３１日残高 １８，０００，０００ ４，７１８，０００ １７１，５６０，０００ ２６６，５２２，７３７ ４４２，８００，７３７ Ｏ ４６Ｑ８００．７３７ ４６０．８００．７３７



個別注記表

　

１． 重要な会計方針

　　　

（１）商品 （棚卸資産） の評価方法・・最終仕入原価法を採用しています。

　　　　

（２）固定資産の減価償却の方法

　　

①有形固定資産 …

　

… ・建物は定額法その他は定率法を採用しています。

　　

②無形固定資産 …

　

… ・定額法を採用しています。

　　　　

（３）引当金の計上基準

　　

①貸倒引当金 … ”・貸倒懸念債権など特定の債権について個別に回収の可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しています。

②賞与引当金 … ・・従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当会計年度に負担す

べき支給見込額を計上しています。

③役員賞与引当金…役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、 当会計年度に負担す

べき支給見込額を計上しています。

④役員退職給付引当金・役員の退職により支給する退職金に充てるため、 当会計年度に負担す

べき支給見込額を計上しています。

（４）その他会計書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しています。

株主資本等変動計算書関係

　

（１）発行済株式の種類及び株数

２

前期末株式 当期末株式 摘要

普通株式 ３６０，０００株 ３６０，０００株

合計 ３６０，０００株 ３６０，０００株

（２）配当に関する事項

①配当金支払額

決議 株式の種類 配当金総額
１株当たりの

　

配当額
基準日 効力発生日

２０２１年６月１１日の

　　

株主総会
普通株式 ５，７６０，０００円 １６円 ２０２１年３月３１日 ２０２１年６月１２日

②基準日が当期に属する配当のうち、 配当の効力発生日が翌期となるもの

　

２０２２年６月１０日開催の定時株主総会の議案として、 普通株式の配当に関する事項を次の

　

通り提案しています。
配当金の総額 ５，７６０，０００円

１株当たりの配当額 １６円

基準日 ２０２２年３月３１日

効力発生日 ２０２２年６月 日 日

１０
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